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①排水設備の設置義務（１年以内に排水設備を設置してください）
②水洗便所への改造義務（３年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造してください）
③新築、増築、改築される人は水洗便所にする義務（設置する便所は水洗にし、水洗便所からの排水管は公共下
水道に接続してください）
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公共下水道が使用できるようになると、供用開始区域および賦課対象区域として年度当初に告示します。この区
域にお住まいの人からは、受益者負担金をいただきます。
※受益者負担金とは
　下水道は、公共施設や道路、公園などのように誰もが利用できるものではなく、整備された区域の人だけが恩
恵を受けることになります。このため、下水道の建設費を町の財源だけでまかなうのではなく、整備によって
利益を受ける人から建設費の一部を負担していただき、負担の公平を図り、下水道整備を促進しようとするも
のです。
○負担金の額および一括納付報奨金
　受益者負担金は、公共汚水ます一ヵ所あたり15万円（均等割額）と、土地の面積に１平方メ－トルあたりの単
位負担金額250円を乗じて得た額（地積割額）との合計額としています。なお、一括納付された人には、一括納
付報奨金を交付します。
　※土地の利用状況や受益者の事情によっては、負担金の納付猶予や減免の制度がありますのでおたずねください。
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水洗便所等改造資金融資あっせんおよび利子補給制度のご利用を！

供用開始区域にお住まいのみなさんには３つの義務があります
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受益者負担金

宅内排水設備の工事に係る費用は個人負担となります。排水設備の設置や浄化槽の撤去、またはくみ取り便所を
水洗便所に改造する人に、工事に必要な資金の融資をあっせんし、それに係る利子分を交付する制度を設けてい
ます。
○あっせん条件
　▶取扱金融機関／㈱大垣共立銀行　垂井支店、大垣西濃信用金庫　垂井支店、㈱十六銀行　垂井支店、東海労

働金庫　垂井出張所、西美濃農業協同組合　垂井支店
　▶融資あっせん金額／一戸につき30万円以上200万円以内（１万円単位）
　▶融資利率／取扱金融機関と契約で定める利率（固定金利）
　▶償還期間／ 60 ヶ月（５年）以内
　▶償還方法／元利均等月賦償還（ボーナス返済併用不可）
　▶保　証／取扱金融機関が認める信用保証会社などの信用保証（原則、連帯保証人は不要）
○あっせんを受けられる人
　垂井都市計画下水道の処理区域内で、１年以内に排水設備の設置や浄化槽の撤去、３年以内にくみ取り便所を
水洗便所に改造する人で、町税、下水道の受益者負担金または使用料を滞納していない人。
○利子補給
　当該融資あっせん額に係る利子の全額。ただし、年利率３％を限度とします。
・利子補給の時期＝借受人が毎年１月～ 12月に支払った利子に対して、翌年３月末までに交付します。

下水道マスコット
キャラクター
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TARUI information
まちのお知らせ

垂井町行政改革審議会
公募委員を募集

垂井町行財政改革大綱（第６次）
の取組を開始します！

２月21日に審議会からの答申を受け、行財政改革
と持続可能性の視点に立った歳出削減と財源の確
保のため、令和５年度から７年度までの３年間を
推進期間として町行財政改革大綱を策定しまし
た。大綱では４つの基本方針を定め、組織機構の
再編成や使用料・手数料の見直しなど、住民のみ
なさんのご理解とご協力を得ながら、職員一丸と
なって取り組みます。

社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な
町政の実現のため、町長の諮問に対し、事務事業
の見直しなどについて審議を行う「垂井町行政改
革審議会」の公募委員を募集します。
▶応募資格／・町に居住する人
　・町の施策に関心があり、平日昼間に開催する
会議に参加できる人（年３～６回を予定）

　・他の審議会などの委員でない人
▶募集人数／１人
　　　　　　※応募多数の場合は、

選考により決定
▶任　期／令和５年11月18日まで（前任の残任期間）
▶応募方法／次のいずれかの方法で応募。
　・町ホームページ掲載の応募用紙に「応募者情
報」や「応募の動機（200文字程度）」などを入
力しメールを送信

　・担当課に備え付けの応募用紙を提出
▶応募期限／４月24日（月）

第６次総合計画（Ｈ30 ～Ｒ9）の後期５年計画が、
令和５年度からスタートします。この計画は、前
期５年計画の点検・評価や住民アンケート、総合
計画審議会での慎重な審議などを踏まえ策定しま
した。
後期５年計画では、特に注力していく３つの施策
を新たに設け「重点戦略」と位置付けました。町の
将来像である『ひとと
まちが輝く 地域共創都
市』を目指し、まちづ
くりの７つのテーマと
ともに重点戦略を力強
く推進していきます。

すべてのごみ収集を行いません。
※振替収集は行いませんのでご
　注意ください。

ごみ収集のお知らせ
問 住民課　環境衛生係　☎22-7510

問 企画調整課　行政改革・デジタル推進室
　　　　　　　　　　　　　　　☎22-1152

問 企画調整課　企画係　☎22-1152

５月３日（水・祝）～５日（金・祝）

垂井町第６次総合計画
＜後期５年計画＞がスタートします

若い世代や子育て世代に選ばれるまちづくり重点１

DXの推進による便利で快適なまちづくり重点２

次代に引き継ぐ、持続可能なまちづくり重点３

▲答申書を手渡す行政改革審議会中谷会長（左）

▲答申書を手渡す総合計画審議会
　早瀬会長（右）

申・問 企画調整課　行政改革・デジタル推進室
　　　　　　　　　　　　　　　　  ☎22-1152

相川児童公園
相川児童公園

相川相川
相
川
橋
相
川
橋

NN

基本方針１：新たな課題に対応する組織体制
基本方針２：効率的で効果的な行政運営
基本方針３：安定的で持続可能な財政運営
基本方針４：協働によるまちづくりの推進
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